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≪書き方≫
①信頼できる家族等と話し合いながら書くと良いでしょう。
②すべて書くのではなく、書きたいところを書いてください。
③あてはまるもの全てに☑をつけましょう。
④気が変わったら書き直すことが出来るように鉛筆で書きましょう。
⑤誕生日や記念日などに定期的に見直しましょう。
⑥書いたら決まった場所に置いておきましょう。

わたしの在り方ノートを使って人生会議をはじめましょう！
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わたしの関係者

かかりつけ医①
☎ （　　　　）　　　　ー

病名

かかりつけ医②
☎ （　　　　）　　　　ー

病名

かかりつけ薬局
☎ （　　　　）　　　　ー

訪問看護
☎ （　　　　）　　　　ー

ケアマネジャー
☎ （　　　　）　　　　ー

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間柄

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

□最後に会いたい　　　　　　　　　　　　　　死後の連絡　□要　□不要
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間柄

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

□最後に会いたい　　　　　　　　　　　　　　死後の連絡　□要　□不要
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間柄

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

□最後に会いたい　　　　　　　　　　　　　　死後の連絡　□要　□不要
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　間柄

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

□最後に会いたい　　　　　　　　　　　　　　死後の連絡　□要　□不要

● 家族・親戚・友人について
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わたしが大切にしていること
□ 健康であること
□ 運動をすること
□ 食べること
□ 身の回りのことが自分で出来ること
□ 経済的に安定していること
□ 自分に決定権があること
□ 人の役に立てること
□ 家族や大切な人との時間を大切にすること
□ 礼儀と節度
□ 服装や身だしなみ
□ 友人や親しい人と交流が出来ること
□ ひとりでマイペースに過ごすこと
□ 趣味に興じること
□ ペット
□ 宗教
□ その他
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わたしの関係者わたしの望み
● 医療について
□ 少しでも長く生きられるように治療を受けたい
□ 現在の医療では回復が見込めないと判断された場合
　 延命だけを目的として治療は受けたくない
□ 副作用や苦痛の大きい治療は避けたい
□ 出来るだけ入院はしたくない
□ その他

● 介護について（身体が不自由になった時や認知症を患った時）
□ 出来れば自宅で介護を受けたい
□ 施設で介護を受けたい
□ 家族の判断に任せる
□ その他

□ 頼る人がいないこと
□ お金がかかること
□ 今後の経過

● 治療やケアを受ける時に、不安に感じること
□ 痛み
□ 家族の負担
□ 自由がきかないこと
□ その他
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「人生の最終段階における医療」について
□ 病名などすべてありのままに告知してほしい
□ 病名は告知し、余命は告知しないでほしい
□ 病名・余命ともに告知しないでほしい
□ 家族の判断に任せる
□ その他または特記事項

● 最期の時が近づいた時に過ごしたい場所について
　  □ 自宅　　　　　　□ 病院　　　　　　□ 施設

● 私の代わりに「わたしのこと」を決めてくれる人
　  ※医療や介護の代理意思決定者

１番目
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　間柄

☎（　　　　　）　　　　　ー　　　　　　 

２番目
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　間柄

☎（　　　　　）　　　　　ー　　　　　 

３番目
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　間柄

☎（　　　　　）　　　　　ー　　
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終末期になった時の具体的な治療に関する希望

● 自分の口から食事ができなくなった時、延命のために
「胃ろう・鼻チューブ・IVH（高カロリー輸液）」による
栄養補給を希望しますか。
□ 希望する　　 　□ 希望しない　　 　□ 決められない

● 「痛みの苦痛を軽減」をすること希望しますか。
□ 希望する　　 　□ 希望しない　　 　□ 決められない

● 回復の見込めない状態で、心臓が動かなくなったとき、
延命のために「心臓マッサージ」や「人工呼吸器」等
による心肺蘇生をすることを希望しますか。
□ 希望する　　 　□ 希望しない　　 　□ 決められない

● 病状の悪化などにより、自分の考えを伝えられなくなっ
た時に希望することがあればお書きください。

※治療行為の説明は７ページ～８ページにあります
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治療行為の用語説明（参考資料）

◇ 心臓マッサージ
心臓が停止した際に、胸の上から心臓付近を強く圧迫して心臓を動か
す手技。この手技によって心臓が一時的に動き出すことがあります。

◇ 昇圧剤の使用
死が近づくと心臓の動きが悪くなり血圧が低下する。昇圧剤という薬
を点滴（静脈注射）から入れると心臓に作用して血圧が上がることが
あります。しかし、回復の見込みがない状態では多くの場合、効果は
一時的なものとなります。

◇ 気管挿管
呼吸が出来なくなったとき、口から気管に管（挿管チューブ）を入れて
肺に強制的に空気を送り込む方法。その後、人工呼吸を行うこともあ
ります。

◇ 人工呼吸器の装着
自分の力では呼吸することができなくなったとき、気管に挿入した管
に人工呼吸器を装着すると、その後人工呼吸器を外すことは家族が
要望されても出来ません。（外した医師は殺人罪となるため）

◇ 手動式人工呼吸器（アンビューバッグ）
呼吸状態が悪い方に口と鼻を覆うマスクとラグビーボール大のバッグ
を使って空気や酸素を送り込む方法。

◇ 除細動器（カウンターショック）
重篤な不整脈が発生した時、血液が心臓から全身に
送られなくなり、放置すれば数分で死に至ります。そ
こで、心臓に瞬間的に強い電力を流して心臓のリズ
ムを元にもどす方法。
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◇ 気管切開
死が近づくと痰の量が増加し、窒息の危険性が高くなるために、のど
仏の下の部分に手術で穴を開けて、直接気管に管を入れて痰を取った
り、気道を確保したり、人工呼吸などをします。この処置を行うと声
を出せなくなります。

◇ 経鼻胃管による栄養補給
鼻からチューブを入れて、流動食を流し込んで栄養補給をすることで
す。味は分かりません。栄養剤が肺に逆流して重症の肺炎を起こすこ
ともあります。

◇ 中心静脈による栄養補給 (IVH)
高カロリーの点滴だけで栄養補給することです。通常よりもやや太い
管を血管の奥まで入れて、普通より濃度の濃い点滴をします。太い管
を入れるために肺や血管を傷つけたり、感染を起こす危険はあります。

◇ 輸血・血液製剤の使用
死が近づくと消化管などからも出血しやすくなり、貧血や血圧低下を
きたしやすくなります。輸血・血液製剤を点滴すると一時的に貧血や
血圧が改善することがあります。血液製剤は献血者の善意の血液から
製造されたものですから、回復の見込みがない状態では使用されない
のが一般的です。

※「終末期」
致死的で重篤な状態におちいり死期が数週間ないし数ヵ月にせまり、現在の医学では回
復の見込めなくなった状態を広義の「終末期」といい、これに対して死が切迫した状態（臨
死状態）を狭義の「終末期」と呼びます。
※「延命治療」
回復が見込めないと判断されている状態で、中心静脈栄養や心肺蘇生によって少しでも永
く存命していただく治療です。

◇ 胃ろうによる栄養補給
内視鏡を使った小手術によって、腹壁から直接胃の中に
チューブを留置して体の外から栄養剤を入れるものです。
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介護の費用について
□ 私の貯金や年金・保険の範囲内で介護を受けたい
□ 家族の援助と年金で家族に負担がない程度に
　 介護を受けたい
□ 家族に任せたい
□ その他、または特記事項

● 自分で財産管理ができなくなったとき
□ 家族に任せる
□ 後見人を決めている

　　　　　　後見人の氏名 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　住所 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　電話 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□ その他または特記事項

▶後見制度
　判断能力が十分でない状態にある人を保護・支援する制度。
　裁判所が後見人を選任し、財産管理や契約を行ったりしてくれる。
≪法定後見制度≫
　家庭裁判所によって選任された人が、後見・保佐・補助の３つに

分かれて本人の判断能力の程度に応じて権利や財産を守ってくれる。
≪任意後見制度≫
　本人が十分判断能力を有している間に、自分の代理人となる人を選任し、

公正証書をもって契約を結んでおく。法定後見よりも優先される。
▶日常生活自立支援事業（旧地域福祉権利擁護事業）
　　判断能力の低下が少しあり、日常生活に困っている方に対して自立し

た地域生活が送れるように福祉サービス等の利用の手伝いや日常的な金
銭管理等の援助をしてくれる。

【お問合せ先】
・法テラス和歌山

　　　　  おなや・みなし
　0570-078-374
・和歌山市社会福祉協議会
　073-422-2081　073-422-2081
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葬儀について
□ 家族に任せる
□ 葬儀の生前相談・予約をしている

　　　　　　　　　会社名 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　連絡先 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□ 葬儀社・冠婚葬祭互助会の会員になっている

　　　　会員証の保管場所 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□ 遺影は用意しているものを使って欲しい

　　　　　　　　保管場所 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□ 戒名（法名）を授かっている

　　　　　　　　保管場所 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□ 棺に一緒にいれてほしいもの

□ 死装束は用意しているものを使ってほしい

　　　　　　　　保管場所 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□ 葬儀に関する希望（音楽・花等）
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● ペットについて
□ 家族に任せる
□ 引き取っていただけるようお願いしている。

　　　　　　　　　依頼先 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　連絡先 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

● 埋葬について
□ 先祖代々の墓へ納骨してほしい
□ 新しい墓を建立して納骨してほしい
□ 永代供養にしてほしい
□ 散骨してほしい
□ 特に希望はないので、家族に任せる
□ その他または特記事項

□ 遺言証書はつくっていない
□ 遺言証書がある
　　□ 公正証書遺言
　　□ 自筆証書遺言
　　□ 秘密証書遺言
　　　　　　　　 公証役場名 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 遺言証書の保管場所 　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

遺言ついて

・法的に有効な遺言証書は、公証人（公証役場）・司法書士・弁護士
などの専門家に相談されることをお勧めします。

・遺言証書が無ければ、通常の法定相続になります。
・法的に有効な遺言証書があれば、ご自分の希望に沿った財産の継承

をしていただくことができます。

【お問合せ先】
・和歌山公証人

合同役場
073-422-3376
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記載したことは現在の意思表示であり、その内容は常に変更・撤回できます。

自由記載
（あなたの想いや心配事、伝えておきたいことなど自由に書いてみましょう。）

　　　　記入日　　　　　　年　　　月　   　日

本人署名（直筆）　　　　　　　　　　　　　　　　



広告

広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885（株式会社鎌倉新書）



広告

広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885（株式会社鎌倉新書）



広告

広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885（株式会社鎌倉新書）



広告

広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885（株式会社鎌倉新書）
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高齢者の皆さまがいつまでも、住み慣れた地域で生活していけるよう、介護・福祉・
健康・医療などさまざまな面から総合的に支えるための活動をしています。

和歌山市地域包括支援センター

事業所名称【担当地区】 所在地 連絡先　

地域包括支援センター西脇
【加太・西脇】

西庄３８９－１
レジダンス・アンソレイエ１０１

TEL:073-456-1212
FAX:073-456-1133

地域包括支援センター木本
【木本・貴志】

榎原２０４－１０
ストリームビル１階

TEL:073-480-3010
FAX:073-453-3011

地域包括支援センター松江
【松江・湊】 松江北２丁目１９番８号 TEL:073-488-8782

FAX:073-488-8783

地域包括支援センター野崎
【野崎・楠見】 北島３２５－１０６ TEL:073-453-8102

FAX:073-453-8152

地域包括支援センター有功
【有功・直川】 六十谷３６１番地１ TEL:073-464-1033

FAX:073-464-0300

地域包括支援センター川永
【紀伊・山口・川永】 島２６－１１８ TEL:073-464-2468

FAX:073-464-2929

地域包括支援センター和佐
【西和佐・和佐・小倉】 井ノ口３０２－５ TEL:073-477-7181

FAX:073-477-7182

地域包括支援センター東山東
【岡崎・西山東・東山東】 明王寺１３番地１ TEL:073-466-3344

FAX:073-466-2244

地域包括支援センター名草
【名草・三田・安原】 毛見１４５１番地 TEL:073-444-3142

FAX:073-446-4821

地域包括支援センター雑賀
【雑賀崎・田野・和歌浦・雑賀】 関戸１丁目４－１５ TEL:073-445-1700

FAX:073-445-4700

地域包括支援センター宮前
【宮・宮前】 杭ノ瀬 255 番地 2 TEL:073-474-5535

FAX:073-474-5567

地域包括支援センター高松
【砂山・今福・吹上・高松】

西高松１丁目５－４
高松丸岩ビル１０１号

TEL:073-435-0312
FAX:073-435-0313

地域包括支援センター新南
【広瀬・芦原・新南・大新】

木広町５－１－４
高田ビル１階

TEL:073-488-1750
FAX:073-488-1751

地域包括支援センター宮北
【中之島・四箇郷・宮北】 納定11－4 TEL:073-432-0077

FAX:073-432-0076

地域包括支援センター城北
【本町・城北・雄湊】

十二番丁３０番地
シティビルアオイ１階

TEL:073-488-5518
FAX:073-488-5519



医療と介護の両方を必要とする高齢者の皆さまが、住み慣れた地域で人生の最期まで暮
らし続けることができるように、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進します。

令和 8 年 4 月１日より、和歌山市在宅医療・介護連携推進センターは、医療法人匡慈会伏
虎リハビリテーション病院内に設置されています。

※ 和歌山市医師会在宅医療サポートセンターおよび和歌山市第１～５在宅医療・介護連携推
進センターにつきましては、令和 8 年 3 月３１日をもちまして終了いたしました。

ライフステージの変化のイメージ図

和歌山市在宅医療・介護連携推進センター

この冊子は当時の和歌山市第４在宅医療・介護連携推進センターが作成したものです。
より多くの市民の皆さまに配布できるよう和歌山市が発行しました。

相談受付時間 所在地 電話番号
FAX 番号

9：００～１７：００
（土日祝は除く）

〒６４０－８３８１
和歌山市畑屋敷東ノ丁 1番地

080-8546-7455
073-422-6003

和歌山市健康局　保険医療部　地域包括支援課
〒640-8511　和歌山市七番丁 23 番地

TEL：０７３－４３５－１１９７
FAX：０７３－４３５－１３４３

令和８年４月　発行

状態像変化のイメージ

出来事のイメージ 在宅療養生活 入院生活 在宅療養生活（施設） 入院生活 本人の希望する場所

介護のイメージ

医療のイメージ
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在宅療養生活において、医療と介護は常に表裏一体であり、入院医療が始まったとしても、
退院後の在宅医療・介護へ繋がることを意識することが重要
★在宅➡入院・退院➡、在宅のスムーズな移行のための連携
★入院時から退院後の生活をイメージした情報交換等の連携

人生の最終段階
事業対象者
要支援・要介護

自立


